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要旨 

 鉄道旅客運送事業と乗合旅客自動車運送事業の共同経営計画について、独占禁止法特例法の施行により独占禁

止法上のカルテルから適用除外されることになった。そこで、鉄道旅客運送事業と乗合旅客自動車運送事業の共

同経営計画の第1号である徳島県南部における共同経営計画（JR 四国牟岐線・徳島バス）を対象に検討した。こ

の共同経営計画により、鉄道・バスの枠を超えた共通時刻表が提供されたり、運賃プール制が採り入れられたり

して、利用者の利便性を高める施策が展開されていることが明らかとなった。 
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